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議 事 

令和 3 年度 第 1 回甲府市社会福祉審議会議事録 

 

開催日時：令和 3 年 8 月 3 日（火） 午後 2 時～4 時 

場 所：甲府市役所本庁舎 4 階 大会議室 

出席委員：丸山正次委員長、外川伸一委員、山田文夫委員、佐藤一男委員、戸田知委員、 

浅利勝往委員、石田浩一委員、板山俊介委員、越水眞澄委員、鮫田光一委員、 

古屋好美委員 

欠席委員：飯島たみ子委員、星野和實委員、藤澤惠子委員、齋藤正善委員、古屋知子委員、 

神吉まゆみ委員 

事 務 局：高野福祉保健総室長、保坂係長 

担 当 課：【福祉保健部】 

久保田福祉保健部長、千田健康支援室長、宮川保険経営室長、上條健康政策課

長、石川介護保険課長、原山障がい福祉課長、渡辺地域保健課長 

【子ども未来部】 

巽子ども未来総室長、石川子育て支援課長、中込子ども保育課長、永井母子保

健課長 

【教育部】 

 森本生涯学習課長 

     【甲府市社会福祉協議会】 

宮川地域福祉推進課長、中澤ボランティア振興課長 

傍  聴：なし 

 

 

【審議会】 

 1 開会 

 2 委員長あいさつ 

 3 報告 

 4 議事 

 （1）「健やかいきいき甲府プラン」に定める数値目標設定事業の実施状況報告及び評価

について 

   ① 地域福祉推進計画 

   ② 保健計画 

   ③ 子ども・子育て支援計画 

   ④ 障がい者福祉計画 

   ⑤ 高齢者支援計画 

（2）その他 

 5 閉会 
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○資 料 

 1 障がい者福祉計画、高齢者いきいき甲府プラン 

 2 資料①‐1 甲府市社会福祉審議会の概要 

 3 資料①‐2 甲府市社会福祉審議会条例 

 4 資料③‐1 数値目標設定事業実施状況（地域福祉推進計画） 

 5 資料③‐2 数値目標設定事業実施状況（保健計画） 

 6 資料③‐3 数値目標設定事業実施状況（子ども･子育て支援計画） 

 7 資料③‐4 数値目標設定事業実施状況（障がい者福祉計画） 

 8 資料③‐5 数値目標設定事業実施状況（高齢者支援計画） 

 9 資料④   事前質問回答 

   ※4～8 は事前送付資料 

  

◆会議の内容◆ 

1 開会 

2 委員長あいさつ 

3 報告 

【委員長】  

出席者の皆様には､円滑な会議の進行につきましてご協力いただけますよう､よろしくお

願いします｡まず､本日の出席委員について､報告します｡ 

(委員 17 名中､出席 11 名､欠席 6 名｡条例の規定により会議は成立) 

では､次第の｢3 報告｣について､事務局より説明をお願いします｡ 

 

【事務局】 

(資料 1 により第 1 回審議会開催からの関連する会議等の開催状況を報告) 

(質疑なし) 

 

4.議事 

【委員長】  

それでは､次第の 4､議事に入ります｡ 

議事(1)の健やかいきいき甲府ﾌﾟﾗﾝに定める数値目標設定事業の実施状況報告及び評価に

入りますが､評価が CD の事業を中心に､各計画の説明は大体 5 分程度で進めていきたいと

思いますのでお願いします｡まず､甲府市地域福祉推進計画から説明をお願いいたします｡ 

 

【甲府市社会福祉協議会】 

 令和 2 年度実施状況としまして､A 評価 3 事業､B 評価 1 事業､C 評価 1 事業となってい

ます｡なお､｢ふれあい交流ﾌｪｽﾀ･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｳｨｰｸの開催｣については､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大の影

響で中止となり､評価不可とします｡ 

C 評価の事業は｢いきいきｻﾛﾝ活動の支援｣であり､住民ｸﾞﾙｰﾌﾟ等が主体となって設置する

｢いきいきｻﾛﾝ｣の設立支援と運営支援に関し､甲府市から受託した甲府市社会福祉協議会が､
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情報提供や助言等の支援を行うものです｡令和 2 年度の活動内容は､ｻﾛﾝの設立支援では､設

立相談は8自治会からありました｡また､新規に5 ｻﾛﾝが設立され､合計144 ｻﾛﾝになりまし

た｡ 

既存ｻﾛﾝの運営支援につきましては､全ｻﾛﾝに新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止を啓発したほか､ｻﾛﾝを

訪問して運営状況や課題把握に努めるとともに､継続的なｻﾛﾝ活動を支援いたしました｡ま

た､ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成し情報提供を行うほか､｢ｻﾛﾝ活動写真展｣を行いｻﾛﾝ活動の周知に努めた

ところです｡ 

事業の実施状況につきましては､ｻﾛﾝの年間延べ参加者数は､目標値 49,000 名に対し､実

績値は 32,417 名で､達成率 66.2%でした｡ 

目標値に達していない理由といたしましては､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症が影響し､令和 2 年 4

月に､全国に緊急事態宣言が発令されてからは､多くのｻﾛﾝの開催会場に使用制限がかかる

など､年間を通して例年のようなｻﾛﾝ活動を行うことができなかったことが大きな要因にな

ったと考えています｡ 

事業実施に当たっての考え方と今後の対応についてですが､数値目標は下回りましたが､

人との交流を促進するｻﾛﾝ活動は､介護予防･社会参加に大変有効と考えています｡新型ｺﾛﾅｳ

ｲﾙｽ感染症の感染予防を図り継続的な活動が出来るよう支援し､新規設立につきまして他団

体の協力を得ながら支援を継続して参ります｡以上でございます｡ 

 

【委員長】 

 ありがとうございました｡ご質問等は､地域福祉推進計画全体についてお受けしたいと思

います｡今の説明も含め､何かご質問ご意見等があればお願いいたします｡ 

 

【委員】 

 いきいきｻﾛﾝについて､毎回のように評価が低い｡ｺﾛﾅ禍で C 評価だというような説明だっ

たが以前と全く変わらない｡この変わらない要素は何なのか｡手法を変えるとか何か手を打

たないといつまでも C 評価になってしまうというような気がします｡その辺はいかがでし

ょうか｡ 

 

【社会福祉協議会】 

設立支援につきましては､今までも各地区へ説明をさせていただいておりますが､地域へ

入っていくには､地域のご理解とご協力がないとできません｡ｺﾛﾅ禍で､なかなか今まで通り

というわけにはいきませんが､それでも説明に来てもらいたいというところへは説明に行

っております｡今後も今まで以上に訪問活動等も行っていきたいと思っております｡自治会

連合会におかれましても今後ともご協力よろしくお願いいたします｡ 

 

【委員】 

自治会連合会の各自治会は､甲府市に 513 あります｡我々の理事会の単位でも毎回のよ

うにいきいきｻﾛﾝの話題になります｡ 

ｻﾛﾝができてないところにやれと言ってもなかなかうまくいかない｡それは自治会にも責
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任がありますけど､何かもっと手法を変えることを考えていかないと､1 年経っても 3､4 箇

所増えていく程度では単位自治会数の半分にも満たない｡ぜひ社会福祉協議会の中で手法

を変えてもらい､やりやすい方法を検討していただきたいと思います｡よろしくお願いいた

します｡ 

 

【社会福祉協議会】 

 検討させていただきますので､ぜひよろしくお願いいたします｡ 

 

【委員長】 

 ありがとうございました｡他にはいかがでしょうか｡ 

私からひとつだけ伺います｡従来と数値目標を変えました｡意図は分かりますが目標値が

延べ人数だと､そもそもどこがどういう形で伸びているのかとか､回数は同じだったけど参

加者数が減ったのか､それとも回数は減ったからこういう人数になったのかなど細かい内

訳が分からないので､何か対策を打つ時にこれだけだと対策が打ちにくくなるのではない

かと思いましたが､数値目標の設定についてはどう思われますか｡ 

 

【社会福祉協議会】 

 数値目標について､以前は新規設立数だけでしたが､その数だけを捉えるよりは､既存のｻﾛ

ﾝも継続してやっていただくことが大事だということで､そちらも含めて評価がされるよう､

延べ参加者数を数値目標として設定いたしました｡ 

おっしゃる通り回数やどの辺が伸びているかという細かいところは表現できません｡既

存のｻﾛﾝへ参加していただける方が伸びていけば､地域のｻﾛﾝが盛んになっているというと

ころで､統計的にはそのどこの自治会でどこのｻﾛﾝが継続して､どこのｻﾛﾝが中止になったと

か､どこの自治会で新規に設立できたという細かいところは表に出ておりますが細かい表

現まではできていないのが現状です｡ 

 

【委員】 

 今､担当課長からお答えさせていただきましたが､この目標は､ただ単にｻﾛﾝを設置するだ

けではなく､参加者数がどのような状況か把握することも必要であろうということで数値

目標に設定いたしましたが､設置の状況はどうかということも確かに必要だと思います｡数

値目標については市とも相談しなければならないと思いますが､並列していくことも検討

してもいいのかなという感想は持ちました｡ 

それからｻﾛﾝの設置数を増やしていくには､場所の問題､ﾘｰﾀﾞｰの問題など色々な問題があ

ります｡だから単独の自治会だけで設置するというのは難しさもあるというような感じも

します｡例えば､いくつかの自治会が一緒になって一つのｻﾛﾝを作るということも考えても

よいのではないかと思いますが､これも甲府市さんと相談しなければいけないと思います｡

いずれにしましても､毎回 C 評価ということですから､何とかこれを脱していかなければな

らないという気持ちはあります｡市と相談しながら検討していきたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします｡ 
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【委員長】 

はい｡ありがとうございました｡他にはいかがでしょうか｡ 

 

【委員】 

いきいきｻﾛﾝ活動について､以前はｼﾆｱｸﾗﾌﾞでのいきいきｻﾛﾝの活動は認められないような

ことでしたが､最近はｼﾆｱｸﾗﾌﾞの中で､いきいきｻﾛﾝ活動という格好で組織を作り､会計をし

っかり分ければいきいきｻﾛﾝの活動をしてもよいというお話を伺いました｡それにより､現

在ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ内に 2 つのいきいきｻﾛﾝ活動の組織ができて活動しております｡ 

このように､方法を変えれば､しっかりした活動としてできるのではないかと思っており

ます｡以上です｡ 

 

【委員長】 

ありがとうございました｡ 

ｼﾆｱｸﾗﾌﾞの中で､部としていきいきｻﾛﾝ活動をされているというお話でした｡ 

ほかにはいかがでしょうか｡よろしいでしょうか｡ 

それでは次に､保健計画に入りたいと思います｡よろしくお願いします｡ 

 

【健康政策課】 

保健計画における､数値目標設定事業の実施状況について､ご説明させていただきます｡ 

(冒頭､資料の訂正説明) 

 数値目標の達成状況につきましては､令和 2 年度末現在で数値目標が設定されている項目

は 12 項目ございますが､7 月末現在で実績が確定していない｢特定健康診査の受診率｣及び

｢特定保健指導の受診率｣を除く 10 項目のうち､A 評価が 7 項目､B 評価が 2 項目､C 評価

が 1 項目となっており､D 評価はございませんでした｡ 

それでは､C 評価となりました｢2 歳児歯科健康診査｣についてご説明いたします｡ 

｢2 歳児歯科健康診査｣は､う歯(虫歯)の予防と治療につなげ､幼児期のう歯保有率を低下

させることを目的といたしまして､う歯の増加が著しい 2 歳 6 か月児を対象に歯科健康診

査を実施するとともに､保健師による保健指導などを行う事業でございます｡令和 2 年度の

目標値である､受診率 93.8%に対し､実績が 61%､達成率が 65%となりましたので､C 評

価といたしました｡ 

目標値を下回った主な理由につきましては､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響による受診控え等

の影響も考えられることころでありますが､本事業は､当初毎月2回､年24回を予定してい

たところ､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大防止の観点から､令和2年4月に1回のみ実施し､それ

以降は中止としたため､適切に評価することが難しいと考えております｡ 

今後につきましては､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の動向を注視しながら再開時期を検討してまいり

ます｡ 

以上､保健計画における､数値目標設定事業の実施状況についての説明を終わりとさせて

いただきます｡ありがとうございました｡ 
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【委員長】 

はい｡C 評価にしたけれども､この評価自体がそもそも C をつけるべきか判断が難しい部

分もあるということですね｡保健計画全体を含めて､委員の方からご質問やご意見はござい

ますか｡ 

 

【委員】 

4 月以降実施する機会がなかったので､その分はないということにして評価をすれば､致

し方ないということになるのかなと思いますけど､母数は全部やったことにするとこうい

う表現になるかと思います｡ 

 

【委員長】 

去年度に関して言えば様々な問題､特にこういう延伸関係は難しいこといっぱいあるで

しょうからそういう点でいくと､そのような状況下でどうだったかということが分かれば

いいのかなと思います｡ 

 

【委員】 

ただ評価はともかくとして､健診の受診の機会がなくなり､それから受診控えもたくさん

起きたということは明らかですので､その注意喚起を提起して､翌年以降しっかりやってい

くということでいかがでしょうか｡ 

 

【委員長】 

それはすごくいいと思いますね｡やはり控えたことが､後に影響していくことが非常に大

きいので､そういう点で､ぜひそのことを入れておくといいのではないかと個人的には思い

ます｡ 

 

【委員】 

ｺﾛﾅ禍にあって､直接指導ができないので､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾂｲｯﾀｰなどを通じてだと思いますが､

どのように家庭内で気をつけたらいいか｡例えば､歯磨きを親がするとか､甘いものを控え

るとか､何かそういう注意を併記するなどｺﾛﾅ禍での保健指導をどうしていくのかというこ

とに言及すればよいのかと思います｡あわせてお願いしたいと思います｡ 

 

【委員長】 

ｺﾛﾅ禍で子供たちの健康状態が悪くなっているというのは全国的な調査にも出ています

から､そういう点をどこかで出していただけるといいと思います｡ 

 

他にはいかがでしょうか｡ 

ないようですので､これで保健計画については終わりたいと思います｡どうもありがとう

ございました｡ 
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それでは続けて､子ども子育て支援計画について説明をお願いします｡ 

 

【子ども保育課】 

子ども子育て支援計画の令和 2 年度の実施状況といたしましては､A 評価が 13 事業､B

評価が 1 事業､C 評価 2 事業､D 評価が 7 事業となっております｡ 

C 評価 D 評価のうち､地域子育て支援拠点事業､家庭教育講座の開催､親子による交流･体

験学習の開催､放課後子供教室の開設､延長保育､病児保育､乳児家庭全戸訪問につきまして

は､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響により､達成率が下がったことにより､評価が低下したもので

ございます｡なお､19 ﾍﾟｰｼﾞの乳児家庭全戸訪問につきましては､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響

もありますが､訪問件数を一部､養育支援訪問事業として計上していることも要因となって

おります｡ 

引き続きここで 1 点､補足説明をさせていただきたいと思います｡ 

資料の③の 3､13 ﾍﾟｰｼﾞに記載の病児保育事業及び 15 ﾍﾟｰｼﾞ記載の一時預かり保育事業

の事業実施状況､中段にあります事業の実施状況欄につきましては､子ども子育て支援計画

の 107 ﾍﾟｰｼﾞに記載の数値目標の一覧表では､一時預かり事業の確保量及び病児保育事業

の確保量ということで､それぞれ単位ごと 2 段書きになっておりますところ､目標や実績に

つきましては､これらについてまとめて記載をしております｡ 

来年度に向けては､こちらの実施状況の様式を変更して参りたいと考えておりますので､

今年度につきましては､目標及び実績を口頭にて､こちらで報告させていただきます｡ 

まず､15 ﾍﾟｰｼﾞ記載の一時預かり事業の確保量の目標値が3万4,500人となっておりま

すけれども､在園児と非在園児に分かれておりまして､在園児の目標値 2 万 9,000 人に対

しまして､実績値が 3 万 3,600 人になっております｡達成率は 115.9%です｡また､非在園

児 5,500 人の目標値に対しましては､実績が 1,661 人､達成率は 30.2%となっておりま

す｡ 

13 ﾍﾟｰｼﾞの病児保育事業の確保量については､合計で目標値 1 万 500 人､実績値 3,660

人となっておりますけれども､病児対応型病後児対応型は､3,500 人の目標値に対しまして､

実績値が 640 人､達成率は 18.3%となっており､体調不良児対応型が 7,000 人の目標値

に対しまして､実績値 3,020 人､達成率は 43.1%となっております｡ 

以上で､子ども子育て支援計画について説明を終わらせていただきます｡ありがとうござ

いました｡ 

 

【委員長】 

はい｡どうもありがとうございます｡それでは何かご質問等ありますか｡ 

 

【委員】 

家庭教育講座の開催がありますが､目的と内容等の文章などを読ませていただきましたけ

ど､その辺はどのように子育て支援課で考えているのか､検討した内容等に対してお答えを

いただきたいと思います｡ 

例えば子供を理解し､心身ともに健やかに育てる方法､学習面､生活面､交友関係など保護
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者としてどのように対応したらよいか｡また､子育ての中で保護者としてどうしたらよいの

かもわからない部分を公助としてどのように支援していくのか｡その目的と内容となどを

整理していただいてもいいのではないかなと考えたものですから､ひとこと意見を申し上

げさせていただきました｡ 

 

【委員長】 

はい｡評価そのものというよりはむしろ事業について､目的と内容だと思いますが､今こ

の場でお答えできる範囲があればお願いします｡ 

 

【生涯学習課】 

家庭教育講座の開催を担当しております生涯学習課でございます｡ 

この事業につきましては､各公民館の主催事業といたしまして､小学一年生また中学 1 年

生の保護者の方を対象としまして､学校でどういったことをやっているかとか､悩んでいる

こととか､そういったところを講師の先生と対話をしていただきながら行っていく講座に

なります｡ 

また､ご質問いただいております､子育てや保護者としての観点から公助としてどのよう

に考えているかというところにつきましては､子ども子育て支援計画の中でどのような支

援をしていく必要があるかといった大局的な部分を検討する中で､事業のあり方を考えて

いく必要があると考えております｡以上でございます｡ 

 

【委員】 

保護者としてどのように子供たちを理解するかというのは､すでに幼児教育の時点から

の対応が必要だと思います｡これが小学校一年生になったから､或いは中学 1 年になったか

ら必要なのか､そしてこれは子育て支援という教育的な問題なのかなど､いくつかの検討課

題があると思います｡ 

しかし､子ども子育て支援計画の中だけで対応するとしたら､局部的な問題だけを取り上

げているのかと思います｡できたら再検討していただきたいと考えます｡ 

 

【委員長】 

ありがとうございました｡ 

いわゆるﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ期といわれる幼稚園･保育園から小学校への入学､小学校から中学校へ

の入学の時期は子供にとってはものすごいｽﾄﾚｽになるそうなので､多分そこの部分につい

て保護者を対象に行う講座だと思います｡だから領域的には､子育て支援なのか或いは教育

的な部分なのか議論が必要なのではというご質問ではないかと思います｡趣旨をもう少し

明確化してどういうことをやるのか分かるような形にした方がもしかしたら参加者も増え

ていくのではないか､また､事業についてもっとしっかり伝えられるようにしようというご

提案ではないでしょうか｡ 

それでは他にはいかがでしょうか｡ 

無いようでしたら､子ども･子育て支援計画については終わります｡続きまして､障がい者
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福祉計画の説明をお願いします｡ 

 

【障がい福祉課】 

障がい者福祉計画の令和 2 年度実施状況としましては､A 評価が 48 事業､B 評価が 5 事

業､C 評価が 9 事業､D 評価が 9 事業となっております｡ 

C 評価及び D 評価の事業のうち､自立訓練(機能訓練)､短期入所､手話奉仕員養成研修事業､

移動支援事業､生活訓練等事業につきましては､新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染拡大の影響によ

りまして達成率が下がったことが､評価の低下につながっております｡ 

また､地域生活支援事業の他の市町村の地域活動支援ｾﾝﾀｰ利用者数につきましては､令和

元年途中に利用を終了しているため､令和 2 年度以降の実績はございません｡ 

あと､訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業の事業所数につきましては､1 事業所から辞退の申し出がありま

して､3 事業所から 2 事業所に変更になったことが評価の低下となっております｡ 

次に､その他の理由により C 評価及び D 評価になった事業についてご説明いたします｡ 

就労移行支援事業における取り組みになります｡この事業は､一般就労等を希望する方に一

定期間､生産活動の実習や職場探し等の機会を提供する中で能力の向上を図り､そのほかそ

の方の能力に応じた職場への就労を支援するものです｡令和2年度､目標値といたしました､

ひと月当たりの利用者数 62 人､1,100 人日分に対しまして､実績が 32 人､557 人日分達

成率は 52%と 51%で C 評価となっております｡人日分とは月間の利用人数に 1 人 1 ヶ月

当たりの平均利用日数を乗じて得られた数のことであります｡ 

目標値に達してない理由といたしましては､就労移行支援は､一般就労を前提としました

2 年間の期間を限定した訓練でありまして､就職に不安のある方が他のｻｰﾋﾞｽに回ったため

と考えられます｡特別支援学校卒業生の就労先として確保する必要があるため､各支援学校

の就労支援ｹｰｽ会議などに参加するなど､今後も関係機関等と連携しまして 2 年経過した後

の就労先の確保を図るなど､支援ｻｰﾋﾞｽを受けることで就労に繋がりやすくなるように努め

て参ります｡ 

次に 16 ﾍﾟｰｼﾞ､施設入所支援事業における取り組みになります｡この事業は､施設に入所

する障がいのある人に対しまして､夜間等において入浴､排泄､食事の介護等を行い､居住の

場の確保と､個々の能力に応じて自立した日常生活を送れるよう支援を行うものです｡ 

令和 2 年度を目標値のひと月当たりの利用者数 217 人に対しまして､実績が 225 人とな

りまして､目標達成人数は 8 人となり､C 評価といたしました｡ 

施設入所者の地域移行､施設入所者の削減を図ることが目標でありますが削減すること

ができませんでした｡こちらにつきましては､地域での生活を希望する入所者が地域移行を

円滑に推進できるよう､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑなどの施設との調整を行うとともに､地域移行に向けて

支援を行って参ります｡ 

続きまして､26 ﾍﾟｰｼﾞ､27 ﾍﾟｰｼﾞの日常生活用具給付等事業における取り組みになります｡ 

この事業は､特殊寝台や､ｽﾄｰﾏ装具等の日常生活用具の給付や貸与により､在宅重度障が

い者の家庭における生活の不便を解消しまして､自立の促進と家族の負担軽減を支援する

事業です｡ 

令和 2 年度の目標値では､特殊寝台などの介護･訓練支援用具の件数が年間 9 件に対しま
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して､実績が 2 件､達成率は 22%で D 評価､ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ､たん吸引器などの在宅療養等支援用

具が､目標値である年間 29 件に対しまして､実績が 17 件､達成率は 59%で C 評価となり

ました｡また､居宅生活動作補助用具､これは住宅の改修の支援になりますが､目標値である

年間 5 件に対しまして､実績は 2 件､達成率は 40%で､D 評価となっております｡ 

目標に達していない理由といたしましては､目標値を少し高く設定したことに加えまし

て､給付の申請が見込みより少なかったことにあります｡今後､障害者手帳交付時に､制度や

手続きの仕方などの案内を強化しまして､さらなる周知に努めたいと考えております｡ 

次に 41 ﾍﾟｰｼﾞの居宅訪問型児童発達支援における取り組みになります｡この事業は､外出

することが困難で､療養指導が必要な障がい児の居宅を訪問し､日常生活における基本的な

動作の指導､知識技術の付与等の発達支援を行うものであります｡令和2年度を目標値では､

ひと月当たりの利用者数が 1 名､要日数 10 日といたしましたが､実績は 0､達成率 0%で､

D 評価となっております｡現在ｻｰﾋﾞｽ提供のできる事業所や派遣可能な訪問支援員が確保で

きておりません｡この事業は､医療的なｹｱができるｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄの養成が必要となり､育成には

一定の期間が必要になります｡今後も対応できる事業所や訪問支援員の確保に努めて参り

ます｡ 

次に 45 ﾍﾟｰｼﾞの医療的ｹｱ児に対するｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置における取り組みになります｡この

事業は､人工呼吸器等を装着している障がい児など､日常生活を営むために医療を要する状

態にある障がい児や､重症心身障がい児といった医療的ｹｱ児が地域で安定して生活を送れ

るよう､現状把握･分析､連絡調整､支援内容の協議等を行うｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを配置するものにな

ります｡令和2 年度の目標値では､配置人数1 人としましたが､実績は 0人､達成率 0%で D

評価となりました｡ 

令和 2 年度末までの配置を目指してきましたが､専門知識や経験が必要なｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの育

成に時間がかかることもありまして､福祉､医療､保健､教育等の関連施策を､調整するｺｰﾃﾞｨ

ﾈｰﾀｰの配置ができませんでした｡今後､も早期の育成及び配置に努めて参ります｡ 

なお､今回の評価に関しまして､事前にいただいておりましたご質問につきましては､別

紙資料にてご回答をさせていただいておりますので､説明は省略させていただきます｡ 

以上で､障がい者福祉計画につきまして､説明を終わらせていただきます｡ 

 

【委員長】 

はい｡ありがとうございました｡ 

ただいまの説明につきまして､ご質問ご意見等ありますか｡ 

 

 

【委員】 

16 ﾍﾟｰｼﾞですが､施設から地域に戻すということができなかったので C 評価になったと

のことですが､地域の社会的資源等が充実していれば､施設から地域へ移行することができ

ると考えられる面もあると思いますがいかがでしょうか｡ 

 

【委員長】 
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今のご意見について､いかがでしょうか｡ 

 

【障がい福祉課】 

地域移行に通じる社会的資源でいいますと､ご自宅にお戻りになるというところももち

ろんございますが､今後はｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑが中心となると思いますので､甲府市としましてｸﾞﾙｰ

ﾌﾟﾎｰﾑを増やしていくという考えがございます｡これにつきましては､施設整備費という障

がい者の施設などを建てる場合の支援がありますので､そういう支援を行う中でｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

の整備を進めていきたいと考えております｡以上です｡ 

 

【委員】 

地域資源の充実だけでなく､介護をなさる方の家庭自身への支援していけるような支援

があれば施設から家庭へも､地域へも移行がしやすくなるのではないのでしょうか｡これは

障がい者だけでなく､すべての施設入所者の方たちに対応されるべき問題だと思います｡ 

また逆に､甲府市の公助が充実していけば､これはそれぞれの障がい者の家庭そのものの崩

壊もなくすことができるというふうにまで考えると､施設入所者が一定の数あること自身､

減らすことが目的なのかどうかも考えていただいた方がいいのではないかと思います｡ 

 

【委員】 

今､障がい者の人数自体が多くなっています｡いろいろな認定ができて､障がい者自身の

数がすごく底上げしています｡そういった中で､施設入所者数も増えてもいいのではないか

という話はごもっともだと思います｡ 

しかしその反面､国の施策としては､これからは､障がい者も当たり前のように地域で暮

らしていけるというところを目指していこうということが､大分前から様々な計画の中で

謳われております｡ 

実際､甲府市でもいろいろな施策において､障がい者が地域で生活できるよう､多岐に亘

ってｻｰﾋﾞｽを提供しています｡ただ親の中に､まだまだ施設入所信仰は多いと思います｡ 

地域でも十分やっていけるという道筋や､ｻｰﾋﾞｽの提供ができているにもかかわらず､なか

なかそれに踏み切れない｡まだ道半ばというところで成功例を親が目にするところが少な

いと思います｡ 

施設入所は大事なものですから､これをなくすということはできないと思いますけども､

できるだけ障がい者であっても当たり前のように､地域に行けるような社会を目指してし

ていただけますようにお願いしたいと思います｡以上です｡ 

 

【委員長】 

はい､ありがとうございます｡他にいかがでしょうか｡ 

 

【委員】 

41 ﾍﾟｰｼﾞの障がいや疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実について､

目標値が 1 で実績値が 0､また､41 ﾍﾟｰｼﾞと 45 ﾍﾟｰｼﾞの医療的ｹｱ児に対するｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配
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置も目標値が 1 で実績値が 0 になっておりますが､ﾆｰｽﾞとすると､どのくらいﾆｰｽﾞはあるよ

うなものになるのでしょうか｡ 

 

【障がい福祉課】 

41 ﾍﾟｰｼﾞの居宅訪問型児童発達支援というところでその事業所の用意がされていないと

お伝えいたしましたが､需要につきましては､現在関係各所の皆様からお話を聞く中で検討

しております｡こちらは平成 30 年度からの新しい事業でして､都市部ですと需要は結構あ

るかと思いますが､甲府市ですとﾆｰｽﾞはそれほど高くないためなかなか難しいということ

で事業者も手を出しにくいのかもしれません｡その辺につきましても､現在調査研究してい

るところでございます｡ 

あと､医療的ｹｱ児のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰにつきましては､ある程度医療的ｹｱ児の把握はしておりま

す｡国の指針でｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを設置しなくてはならないことになっておりますので､なるべく

早く設置したいと考えております｡ 

 

【委員】 

新しい事業ということで難しい部分もあるかと思いますが､需要があるようであれば､で

きる限りの努力をしていただくようお願いしたいと思います｡ 

また､要望ですが､予算の執行状況でこれはｾﾞﾛですけども､他のところで 100%のところ

もありますのでそのあたりの説明､もしくは何らかの記載等をしていただけるとありがた

いと思います｡よろしくお願いします｡ 

 

【委員長】 

ありがとうございます｡ 

予算執行については､実は以前､議論したこともあります｡予算執行についてなぜそうな

のか､そのことが事業全体に何か影響があったかということで､資料を作ることは難しいか

もしれませんが､要望ですのでぜひ応えていただければと思います｡ 

他にはいかがでしょうか｡ 

では障がい者福祉計画については以上でございます｡どうもありがとうございました｡続

きまして､高齢者支援計画の説明をお願いします｡ 

 

【介護保険課】 

それでは高齢者支援計画についてご説明をさせていただきます｡ 

(冒頭､資料の訂正説明) 

高齢者支援計画の令和 2 年度実施状況としまして､A 評価が 5 事業､B 評価が 6 事業､C

評価が 2 事業､D 評価が 8 事業となっています｡ 

C 評価及び D 評価の事業のうち､｢元気ｱｯﾌﾟ教室｣､｢ふれあいｸﾗﾌﾞ等介護予防事業｣､｢いき

いきｻﾛﾝ活動の支援｣､｢すこやか地域ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座｣､｢｢介護予防教室｣はつらつはっぴｰｷｬ

ﾗﾊﾞﾝ｣､｢笑顔ふれあい介護ｻﾎﾟｰﾀｰ｣､｢認知症支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの育成｣につきましては､新型ｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽ感染症の拡大防止の影響により達成率が下がったことが評価の低下につながりました｡ 
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次に､その他の理由により C 評価及び D 評価となった事業についてご説明させていただ

きます｡ 

資料の6ﾍﾟｰｼﾞ､介護予防･生活支援事業の訪問型ｻｰﾋﾞｽBに関する取り組みでございます｡

この事業は､笑顔触れ合い訪問ｻﾎﾟｰﾄ事業といいまして､地域住民の積極的なﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に

より､要支援等の高齢者に対し､掃除､洗濯などの簡単な日常生活の支援を提供する事業で

ございます｡令和2年度目標値といたしました､利用者数660人に対しまして､実績が0人､

達成率 0%でございますので D 評価といたしました｡ 

目標値に達していない理由といたしましては､令和 2 年度では､本事業の実施について市

社会福祉協議会への委託事業として令和 3 年度から実施するものとして､市社会福祉協議

会と協議を重ね､準備を進めました｡また､他都市の訪問型ｻﾎﾟｰﾄ事業の先行事例の調査研究

や､視察を行い､事業の実施に向けた制度設計の再構築を行った為､事業実施に至らなかっ

たものであります｡ 

今後につきましては､甲府市社会福祉協議会や､地域包括支援ｾﾝﾀｰ等と連携し､事業を必

要とする高齢者に対し､事業周知と利用促進を図り､また､高齢者を支援するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの養成

や登録を進めていきたいと考えております｡ 

事業内容等につきましても､甲府市社会福祉協議会や地域包括支援ｾﾝﾀｰと､事業の利用状

況や課題等について協議を行い､事業のさらなる充実を図っていきたいと考えております｡ 

次に資料の 8 ﾍﾟｰｼﾞ､介護予防生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業の訪問型ｻｰﾋﾞｽ B に関する取り組みでご

ざいます｡この事業は､笑顔すこやか通所ｻｰｸﾙ事業といいまして､地域住民が主体となって

運営する通いの場において､介護予防に重点を置いた体操､運動､脳ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞなどが実施でき

るよう支援する事業であります｡ 

令和 2 年度目標値といたしました､利用者数 300 人に対しまして実績が 0 人､達成率

0%でありますので､D 評価といたしました｡ 

目標値に達していない理由といたしましては､令和 2 年度では､いきいきｻﾛﾝなど常にあ

る通いの場等の課題を検討する中で介護予防に注目し､対象者の介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに基づ

く利用や専門職等による､軽運動や体操による運動機能の低下を予防するﾒﾆｭｰ､認知機能の

低下を予防するﾒﾆｭｰを既存の通いの場等に取り入れ､より充実した介護予防ｻｰﾋﾞｽが提供で

きるよう､令和 3 年度の事業実施に向けた制度設計の見直しを行ったため､事業実施に至ら

なかったものでございます｡ 

今後につきましては､専門職等の派遣調整について整理する中､地域の中で笑顔すこやか

通所ｻｰｸﾙ事業の実施を希望する団体や､より充実した介護予防の取り組みなどの通いの場

への働きかけ等を通じて､実施団体の創出･増加と利用者の増加に取り組んでいきたいと考

えております｡ 

以上で､高齢者支援計画についての説明を終わります｡ありがとうございました｡ 

 

【委員長】 

はい｡ご説明ありがとうございます｡ 

それでは､この高齢者支援計画についていかがでしょう｡ 
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【委員】 

高齢者の健康増進等に対しても､非常にいろんなﾒﾆｭｰを作っていただいてうれしく思い

ますが､ｻﾛﾝ活動と一部だぶってる状況があるのではないかなと思います｡ﾒﾆｭｰを｢参加しや

すいもの｣､｢参加を促すもの｣､｢自主的な参加のもの｣など､一度整理していただければよい

のではないでしょうか｡ 

また､ﾒﾆｭｰそのものの多様化の中において､余りにも分散されていすぎるところもあると

思いますので､その辺を精査していただきたいと思います｡ 

 

【委員長】 

はい｡ありがとうございました｡ 

この事業間の重なりというか､これは多分､どんなところでもある問題だと思いますが､

要望ということでお願いいます｡ほかにはいかがでしょうか｡ 

よろしいですか｡では以上で､高齢者支援計画については､終了したいと思います｡ 

これで 1 号議案を終了とします｡次に 2 号議案のその他についてですが､委員の皆様から

何かありますでしょうか｡ 

(なし) 

事務局から何かございますか｡ 

 

【事務局】 

特にありません｡ 

 

【委員長】 

では､特にないようですので､以上で議事を終了させていただきます｡皆様のご協力を得

て比較的ｽﾑｰｽﾞに進行したのではないかと思います｡どうもありがとうございました｡進行

を事務局へお返しします｡ 

 

【事務局】 

委員長どうもありがとうございました｡ 

委員の皆様にもご協力いただきまして､議事もｽﾑｰｽﾞに進行させていただきました｡どう

もありがとうございました｡ 

以上をもちまして､令和 3 年度甲府市社会福祉審議会第 1 回全体会を終了させていただ

きます｡なお､次回第 2 回の審議会につきましては来年 2 月ごろの開催を予定しております

ので､また通知をさせていただきたいと思います｡ 

最後になりますが全員で挨拶を交わしたいと思います｡ご起立をお願いします｡ 

｢礼｣ 

皆さま､お疲れ様でした｡ 

 

5. 閉会 


